
笛吹市告示第 28 号 

 笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和 6 年 3 月 26 日 

                   笛吹市長  山 下 政 樹    

 

   笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、奨学金を返還する者の就労初期における経済的負担を軽

減することにより、本市への定住を促進するため、奨学金を返還する者に対

し、予算の範囲内で奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付

することに関し、笛吹市補助金等交付規則(平成 16 年笛吹市規則第 47 号)に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 (定義) 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 大学等 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する大学、大学院、

短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る。)、専門職大学及び

専門職短期大学をいう。 

 (2) 高校等 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限

る。)、専修学校(高等課程に限る。)及び特別支援学校(高等部に限る。)

をいう。 

(3) 就労等 次のいずれかに該当することをいう。 

 ア 正規雇用 雇用期間の定めのない雇用形態の労働契約により就労して

いること。 

 イ 自営業 事業を営んでいること。 

 ウ 事業専従 個人事業主の専業専従者であること。 

(4) 定住 本市の住民基本台帳に記録され、本市を生活の本拠地とするこ

とをいう。 

(補助金の交付対象となる奨学金) 

第3条 補助金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に

規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金 

(2) その他市長が認める貸与型奨学金 

(補助金の交付対象者) 



第4条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のい

ずれにも該当する者とする。 

(1) 大学等又は高校等に在学している期間に、前条の奨学金の貸与を受け

た者で奨学金の返還を始めたもの 

(2) 大学等又は高校等を卒業した者で、補助金の交付申請(第7条の規定に

よる申請書の提出をいう。第8号において同じ。)日において満30歳未満の

者 

(3) 定住している者 

(4) 県内で就労等している者 

(5) 市税及び奨学金の返還金を滞納していない者 

(6) 他の制度において、奨学金の返還に係る補助金等を受けていない者 

(7) 交付対象者及び交付対象者と同一の世帯に属する者が笛吹市暴力団排

除条例(平成24年笛吹市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でな

い者又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していない者 

(8) 補助金の交付申請日から5年以上継続して定住する意思を有している者 

(補助金の額) 

第5条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の1月

から当該会計年度の12月までの間に奨学金を返還した額の合計に相当する額

(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、20万

円を限度とする。ただし、繰上返還の額及び奨学金の返還に係る利子相当額

は、奨学金を返還した額に含まないものとする。 

(補助金の交付対象期間) 

第6条 補助金の交付対象となる期間は、最初に第8条の規定による補助金の交

付決定通知を受けた日の属する年度から起算して、5年を限度とする。ただ

し、第4条に掲げる者に該当しなくなったときは、その事由が発生した日以

降の期間は、補助金の交付対象期間としない。 

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるとき

は、補助金の交付対象期間に含めることができるものとする。 

(補助金の交付申請) 

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助

金の交付を受けようとする年度の12月28日までに、奨学金返還支援補助金交

付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

(1) 大学等又は高校等が発行する卒業を証明する書類 

(2) 奨学金の種類、貸与額、返還予定額、返還期間等が確認できる書類 



(3) 就労等が確認できる書類(勤務先及び就労年月日等を証する書類、確定

申告書の写し、登記事項証明書等) 

(4) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定) 

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を

審査し、適当と認めるときは奨学金返還支援補助金交付決定通知書(様式第2

号)により、不適当と認めるときは奨学金返還支援補助金不交付決定通知書

(様式第3号)によりその理由を付して、申請者に通知するものとする。 

(補助金の交付申請の変更等) 

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その

申請の内容に変更が生じたときは、速やかに奨学金返還支援補助金交付申請

事項変更承認申請書(第4号様式)に、第7条各号に掲げる書類のうち当該変更

に係る書類を添えて、市長に承認を受けなければならない。 

2 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出を受けたときは、その内

容を審査し、適当と認めるときは奨学金返還支援補助金交付申請事項変更承

認通知書(様式第5号)により、不適当と認めるときは奨学金返還支援補助金

交付申請事項変更不承認通知書(様式第6号)によりその理由を付して、交付

決定者に通知するものとする。 

 (補助金の実績報告) 

第10条 交付決定者は、第8条の規定による交付決定通知を受けた日の属する

年度の2月末までに奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 第5条第1項に規定する期間における奨学金を返還した額を証する書類

の写し 

(2) その他市長が必要と認める書類 

 (補助金の額の確定) 

第11条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、

その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、奨学金返還

支援補助金額確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものと

する。 

(補助金の請求等) 

第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金額確定の通知を受けたときは、

速やかに奨学金返還支援補助金請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

    (1) 振込先金融機関の口座の情報が確認できる書類 



(2) その他市長が必要と認める書類 

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、交付決定者が指

定する金融機関の口座に振込の方法により、補助金を交付するものとする。 

 (交付決定の取消し及び返還) 

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) この要綱の規定に違反したとき。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でない

と認めるとき。 

2 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、奨学金返還

支援補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知する

ものとする。 

3 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既

に交付した補助金があるときは、奨学金返還支援補助金返還命令書(様式第

11号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

(その他) 

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1 号(第 7 条関係) 

年 月 日  

 笛吹市長 様 

 

奨学金返還支援補助金交付申請書 

 

次のとおり奨学金返還支援補助金の交付を受けたいので、笛吹市奨学金返還

支援補助金交付要綱第 7 条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

備考 該当する項目にチェック(☑)してください。 

申請者 

住所 〒 

氏名
ふりがな

 

生年月日         年    月    日 

電話番号 

奨学金 

名称 

借入先機関 

借入期間     年   月～    年   月まで 

返還予定額   毎月      円(※) / 年額        円(※) 

返還開始     年   月～ 

(※)繰上償還分、返還に係る利子相当分は含まない。 

修学先等 
学校名称               /学部・学科等 

卒業・修了時期       年    月    日 

申請区分 初回   ・   2 回目以降(    回目) 

同意事項 
□この申請にあたって、市の担当職員が私の住民基本台帳情報及び市税等の収

納状況を確認することに同意します。 

添付書類 

□学校(大学等・高校等)が発行している卒業を証明する書類(初回申請時のみ) 

□奨学金の種類、返還する額、返還期間等が確認できる書類 

□就労等を証する書類(勤務先及び就労年月日等を証する書類、確定申告書の

写し、登記事項証明書等) 

□その他市長が必要と認める書類 

確認事項 

□学校(大学・高校等)に在学している期間に奨学金の貸与を受けたこと。 

□学校(大学・高校等)を卒業し、申請書の提出日において満30歳未満であるこ

と。 

□山梨県内で就労等していること。 

□市税及び奨学金の返還金を滞納していないこと。 

□奨学金の返還に関し他制度による補助等を受けていないこと。 

□交付申請日から 5年以上継続して笛吹市に定住する意思があること。 



様式第 2 号(第 8 条関係) 

第 号  

年 月 日  

 

        様 

 

笛吹市長         印 

 

 

奨学金返還支援補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった奨学金返還支援補助金交付申

請について、笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱第 8 条の規定により、次の

とおり補助金の交付を決定したので通知します。 

 

 

1 交付決定番号 

 

 

2 交付決定額               円 

 

 

 

 

 

 

  



様式第 3 号(第 8 条関係) 

第 号  

年 月 日  

 

        様 

 

笛吹市長         印 

 

 

奨学金返還支援補助金不交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった奨学金返還支援補助金交付申

請について、笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱第 8 条の規定により、次の

とおり補助金の不交付を決定したので通知します。 

 

 

不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

  



第 4 号様式(第 9 条関係) 

年 月 日  

笛吹市長 様 

申請者 交付決定番号 

氏名 

               電話番号 

 

奨学金返還支援補助金交付申請事項変更承認申請書 

 

年  月  日付け  第  号で交付決定のあった奨学金返還支

援補助金について、次のとおり内容を変更したいので、笛吹市奨学金返還支援

補助金交付要綱第 9 条第 1 項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

住所 

変更年月日      年    月   日 

変更前  

変更後  

変更理由 

氏名 

変更年月日      年    月   日 

変更前 

変更後 

変更理由 

就労等 

変更後の勤務先の就労等の形態  正規雇用 ・ 自営業 ・ 専業専従 

変更前(勤務先及び部署名) 

変更後(勤務先及び部署名) 

変更理由 

添付書類 

□住所、氏名の変更が確認できる書類 

□就労等の変更が確認できる書類(勤務先及び就労年月日等を証する書類、

確定申告書の写し、登記事項証明書等) 

□補助対象の奨学金の返還額、返還期間等の変更が確認できる書類 

□その他市長が必要と認める書類 

 
備考 該当する項目にチェック(☑)してください。 



様式第 5 号(第 9 条関係)  

第 号  

年 月 日  

 

        様 

 

笛吹市長         印 

 

 

奨学金返還支援補助金交付申請事項変更承認通知書 

 

 年  月  日付けで申請のあった奨学金返還支援補助金交付申

請事項変更承認申請について、笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱第 9 条第

2 項の規定により、次のとおり承認したので通知します。 

 

  

 

交付決定額 

  

 

 

  



様式第 6 号(第 9 条関係)  

第 号  

年 月 日  

 

        様 

 

笛吹市長         印 

 

 

奨学金返還支援補助金交付申請事項変更不承認通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった奨学金返還支援補助金交付申請

事項変更申請について、笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱第 9 条第 2 項の

規定により、次のとおり不承認としたので通知します。 

 

  

不承認の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 7 号(第 10 条関係) 

年 月 日  

笛吹市長 様 

申請者 交付決定番号 

氏名 

               電話番号 

 

奨学金返還支援補助金実績報告書 

 

     年 月 日付け  第  号で交付決定のあった奨学金返還支援補

助金について、笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱第 10 条第 1 項の規定に

より、関係書類を添えて次のとおり報告します。 

交付決定年月日 
及び 

交付決定番号 

交付決定年月日       年    月    日 

交付決定番号        第         号 

交付を受けようとする 

奨学金返還期間 

     年    月から    年    月まで(  年目) 

※交付を受けようとする会計年度の前年度の 1 月から当該会計年度

の 12 月までの奨学金を返還した期間 

交付を受けようとする

期間の奨学金返還済額 

                    円 

※繰上償還及び利子相当額は含まない。 

補助金交付申請額 

(本年度分) 

          円 

※100 円未満は切り捨てる。 

同意事項 
□この申請にあたって、市の担当職員が私の住民基本台帳情報及び

市税等の収納状況を確認することに同意します。 

添付書類 
□奨学金の返還済額を証明する書類の写し 

□その他市長が必要と認める書類 

確認事項 

□対象となる期間に奨学金の返還を行ったこと。 

□市内に定住していること。 

□県内で就労等していること。 

□市税及び奨学金の返還金を滞納していないこと。 

備考 該当する項目にチェック(☑)してください。 



様式第 8 号(第 11 条関係) 

第 号  

年 月 日  

 

          様 

 

笛吹市長         印 

 

 

奨学金返還支援補助金額確定通知書 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった奨学金返還支援補助金につ

いて、笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱第 11 条の規定により、次のとお

り補助金の額を確定したので通知します。 

 

 

交付確定額              円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第 9 号様式(第 12 条関係) 

年  月  日  

 

笛吹市長 様 

 

請求者 交付決定番号 

氏名 

               電話番号 

 

 

奨学金返還支援補助金請求書 

 

     年  月  日付け  第  号で補助金額確定通知のあった奨学

金返還支援補助金について、笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱第 12 条第

1 項の規定により、次のとおり請求します。 

 

 

1 請求額            円 

 

 

2  補助金の振込先(口座名義人は請求者と同一であること。) 

金融機関名  
銀行 信用金庫 

信用組合 農協 
 

本店 

支店 

フリガナ  

口座名義  

預金種類 普通 ・ 当座 口座番号        

 

 

3 添付書類 

 振込先口座の通帳の写し(支店名、預金種類、名義及び口座番号等が確認

できる書類) 

 



様式第 10 号(第 13 条関係) 

第     号  

年  月  日  

        様 

笛吹市長         印 

 

奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書 

 

     年  月  日付け  第  号で交付決定した奨学金返還支援補

助金について、(全部・一部)を取り消したので、笛吹市奨学金返還支援補助金

交付要綱第 13 条第 2 項の規定により、次のとおり通知します。 

 

 

1 交付決定取消年月日         年   月   日 

 

 

2 交付確定額                     円 

 

 

3 取消後の交付確定額                 円 

 

 

4 取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第 11 号(第 13 条関係)  

第     号  

年  月  日  

        様 

笛吹市長         印 

 

 

奨学金返還支援補助金返還命令書 

 

     年  月  日付け  第  号で交付決定を取り消した奨学金返

還支援補助金について、笛吹市奨学金返還支援補助金交付要綱第 13 条第 3 項

の規定により、次のとおり返還するよう命じます。 

 

 

1 返還の理由 

 

 

2 交付済みの補助金の額                円 

 

 

3 返還すべき補助金の額                円 

 

 

4 返還金の納期限           年   月   日 

 

 

※返還金については、納入通知書により納期限までに返還すること。 

 

 

 

 

 


